
 愛 知 県 新 規 就 農 者 育 成 方 針 

令和４年５月１３日（令和７年１月 16 日改正） 

愛知県農業水産局農政部農業経営課 

 

 愛知県は、新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月 29 日付け３経営第 3142 号農

林水産事務次官依命通知）別記１及び新規就農者確保緊急円滑化対策（令和５年 12 月１日

付け５経営第 2016 号農林水産事務次官依命通知）別記２（以下、合わせて「実施要綱」と

いう。）の第７の１に基づき、愛知県新規就農者育成方針を制定する。 

 

１ 新規就農者の確保に向けた課題、目標 

（１）課題 

県内の新規就農者数は、2017 年までは増加傾向にあったが、以降は減少に転じている。

特にＵターン就農者の減少が顕著である。 

また、県内の青年農業者（44 歳以下）の数も、就農年齢の高齢化や就農者の減少など

により近年減少傾向にある。 

そのため、青年農業者を中心に新規就農者を確保していくため、就農相談から就農後

のサポートまでを関係機関と一体となって支援していくことが重要である。 
 

（２）目標 

新規就農者数：年間２００人 

 

２ 新規就農者に対するサポート内容 

2021 年度に就農の一次相談窓口として農業大学校に「農起業支援ステーション」を設置

し、ＷＥＢ相談や就農説明会を随時実施している。また、県内８か所の農業改良普及課に

設置した「農起業支援センター」でも、就農相談や就農後の経営・技術指導等を関係機関

（市町村、農業委員会、ＪＡ、株式会社日本政策金融公庫等）と一体となって実施してい

る。 

その他に、ホームページやパンフレット等での情報提供、新規就農者同士の交流会やセ

ミナー、研修会の開催等も実施している。 

 

３ 経営発展支援事業等に係る都道府県加算ポイントについて 

実施要綱第７の１（４）の県加算ポイントは、実施要綱別表の共通ポイント（別紙）に

基づいて申請者ごとにポイントを算出し、以下の計算式で得られたポイントを付与する。 

= ×  
  

          

※1 実施要綱に定められた数。 

※2 共通ポイントの合計値が９点未満の者には付与しない。 

※3 申請者ごとの付与ポイントに小数点以下の端数が生じた場合は切り捨てる。 

※4 申請者ごとの付与ポイントは当該申請者の共通ポイントの合計値の１／２（小数

点以下切り捨て）を上限とする。 



※5 県全体でポイントに残余が生じた場合は、ポイント数が上位の申請者から１ポイ

ントずつ付与する。ポイント数が同点の場合は国庫助成金の低い者、国庫助成金も同

額である場合は総事業費が高い者を優先する。 

  



別紙（実施要綱別表 共通ポイント） 


